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「経営理念」
　岩手県社会福祉事業団は、極めて公共性の高い組織として、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる豊かな
社会の実現に貢献します。
「経営基本方針」（行動指針）
１.お客様本位の良質かつ適切なサービスの提供
　常に、お客様の立場に立って考え、人権の擁護と個人の尊厳の保持を旨とした、質の高いサービスを提供します。
　また、多様化、複雑化する福祉ニーズに対応した、セーフティネットの役割を果たします。
２.地域福祉の推進
　社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）の観点に立ち、幅広い関係者と連携・協働し、福祉サービスを必要とする人が、
地域社会を構成する一員として、日常生活を営み、社会、経済、文化そのほかあらゆる分野の活動に参加する機会が得られるよう、
地域福祉の推進に努めます。
３.人材確保・育成と働きがいのある職場づくり
　計画的な人材の確保に努め、常に学習する姿勢をとり、質の高いサービスの提供と法人経営を担う「優しい心、高い専門性、強
い責任感を持ち、自らを省み向上発展する人材」を育成します。
　また、職員が働くことに喜びを感じる職場づくりに努めるとともに、ワークライフバランスの実現を支援します。
４.信頼される組織運営と経営の安定・強化
　県民の信頼に応えられるよう、全ての職員が高いコンプライアンス意識をもってサービス提供に当たります。
　また、将来に渡って福祉サービスを安定的に提供できるよう、経営意識の醸成と経営改善に努めます。

副理事長就任あいさつ
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　４月に当事業団の副理事長に就任いたしました。
　私は、県職員として38年間、総務、企画部門を中心に、医療、商工労働観光、農林水産、教育行政のほか、
監査や県議会の事務局など県政全般に渡り様々な業務に携わってきました。また、県北広域振興局や沿岸広
域振興局での勤務では、地域の方々と共に地域の課題解決に取り組んだことも貴重な経験の一つであり、そ
の中でも地域福祉の推進・充実は、サービスの利用者の方々に安全・安心な日常生活を提供することに止ま
らず、地域全体の活力の維持・向上につながっていると実感しています。副理事長就任に当たり、改めてそ
の職責の重さを自覚するとともに、県民福祉の向上と事業団の発展に努めていきます。
　さて、当事業団は、八重樫岩手県副知事を理事長に迎え新年度をスタートしました。今年度は現在の中長
期経営基本計画の４年度目であり、折り返しも迫ってきました。この間においても、人口減少・少子高齢化
の進展など本県福祉を巡る環境は目まぐるしく変化しており、当事業団としても環境変化に対応しながら、
計画の着実な推進と安定的かつ自律的な経営の確立に向けて一丸となって取り組んでいくことが重要です。
　これまで本県福祉の第一線で培ってきた豊富な経験と優秀な人材は大きな財産です。当事業団が将来に
渡って良質な福祉サービスを提供していくために、職員及び関係機関、団体の皆様と一緒になって取り組んでいきますので、皆
様の御支援、御協力をお願い申し上げます。

副理事長
小畑　真

　４月に常務理事兼事務局長に就任いた
しました藤澤良志と申します。
　私は、本年３月に岩手県を退職し、４
月から当事業団にお世話になっておりま
す。これまで県職員として、農林、商工
等の産業分野、職員採用、法規審査のほ
か、教育分野などを経験してきました。
　福祉分野の経験はありませんが、就任
早々、各地の施設を訪問し、施設長さんか
ら事業の概要、現状や課題について伺い、
また、若手職員から日々の業務の中で、
より良いサービス提供のあり方を模索す
る様子などをお聞きする機会もあって、事業団の果たす役割
の大きさと職員の皆さんの熱意を改めて感じたところです。
　さて、当事業団は、高い経営理念を掲げ、障がい者福祉や
児童福祉等の多様な事業を通じて、長年にわたり本県の福祉
をけん引してきましたが、こうした取組を継続していくため
には、安定した経営基盤の確立と携わる人材の確保・育成が
何より重要と考えております。
　少子化や高齢化など社会情勢が変化する中で、求められる
ニーズは、多様化、複雑化していますが、一層の経営改善や
働きやすい環境の整備に努め、皆さんが誇りとやりがいをもっ
て仕事にあたり、本県の福祉の向上に貢献できるよう、一緒
に取り組んでいきたいと考えております。

　本年４月に当事業団の常務理事兼中山
の園所長に就任いたしました。
　私は、県職員として約33年間勤務し、
特に保健福祉分野を長く経験しました。
業務を通じて当事業団との関わりは深
く、平成９年度に当時事業団に運営委託
していた旧県立障がい児者施設の担当と
なったのを皮切りに、現在も続く補助金
や委託事業等に携わったほか、令和３年
度からは派遣職員として視聴覚障がい者
情報センター及び療育センターの運営に
直接参画しました。

　これらの経験から感じたのは、県がいわて県民計画や障が
い者プラン等に掲げる様々な目標の実現や課題解決のために
は、県出資法人である当事業団が県に代わって業務を担うだ
けに留まらず、障がいや児童福祉の専門機関として、本県の
福祉向上を牽引していく役割が期待されているということで
す。職員一人ひとりが常に「岩手県社会福祉事業団」という
看板を背負っているという誇りと責任を自覚し、真摯な姿勢
で業務に当たっていきましょう。
　老朽化が進む中山の園は、今年度いよいよ整備基本計画の
策定に入ります。将来にわたって利用者が安心安全に過ごし、
適切なサービスが提供できる施設づくりに向け、これまで培っ
た経験を活かし取り組んでまいります。

常務理事兼
事務局長

藤澤　良志

常務理事兼
中山の園所長
佐々木和哉
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